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開会 午前10時00分 

 

 ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎開会の宣告 

○芳賀沼順一議長 おはようございます。 

ただいまの出席議員は13名であります。 

         ただいまから平成 27 年第１回南会津地方環境衛生組合議会定例会を開会

いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

ここで議長から申し上げます。 

これから、議題となります議案などの審議については、会議規則第47条

の規定によって、質問の回数が3回と規定されておりますので、簡潔に質問

されるようご協力をお願いいたします。  

 

 ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事録署名議員の指名 

○芳賀沼順一議長 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

         会議録署名議員は、会議規則第 86 条の規定により、  

８番 高野 精一君、及び 

９番 星 嘉明君を指名します。 

 

 ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会期の決定について 

○芳賀沼順一議長 日程第２、会期の決定についてを議題にいたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は本日１日間にしたいと思います。 
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 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

 ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

○芳賀沼順一議長 日程第３、議案第１号から議案第３号までを一括上程します。 

それでは、本案について管理者より提案理由の説明を求めます。 

○大宅宗吉管理者 議長。 

○芳賀沼順一議長 管理者。 

○大宅宗吉管理者 本日ここに、平成27年第１回、南会津地方環境衛生組合議会、定例会を

招集いたしましたところ、議員の皆様には、公私ともに大変ご多忙の中、ご

出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

さて、統合後の当組合業務運営に関しましては、西部地区の浄化槽維持

管理点検業務及び一般ごみ収集運搬業務、更には、東部聖苑の火葬業務が民

間に移行され、現在順調に業務運営がされているところであり、また本年四

月からは、西部地域のし尿汲取業務、浄化槽清掃業務も民間に移行される運

びとなりました。この民間移行される業務につきましては、今後も、地域住

民の生活環境の向上のため事業活動が円滑に推進するよう努力してまいる所

存でありますので、よろしくお願いいたします。 

更に、１つになった本組合も、まだ施設そのものは２ヶ所ずつあるものの、

その業務体系は少しずつ変化を伴い、それぞれの地域にあった業務体系へと

変更をし、地域住民の方々に不便をかけることの無いよう業務を進めてまい

る所存でありますので、これからも議員の皆様方からのご指導、ご協力をい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

         それでは、本日提案いたします議案について、ご説明を申し上げたいと思

います。 

まず、議案第１号の南会津地方環境衛生組合職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。 
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本件につきましては、福島県人事委員会勧告による特定職員の給与の減

額措置に係る、勤勉手当減額率の改定を行うため改正条例第１条で附則を第

３項から第７項までを追加し、平成 26 年４月１日からの適用とするもので、

また改正条例第２条では、平成 27 年４月以降の給与制度の総合的見直しに

基づく給与改定を実施するため、給料表等について改めるものです。更に、

現行の災害派遣手当に準じ、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び大規

模災害からの復興に関する法律の制定に伴う災害派遣手当の支給について、

所要の改正を行うものです。 

 次に議案第２号、平成 26 年度、南会津地方環境衛生組合、一般会計補正

予算（第３号）について、ご説明を申し上げます。 

本案は、職員の人件費の補正が主なものであり、既定の歳入歳出予算の総

額はそのままとし、予備費による調整とさせていただくものであります。 

まず第２款、総務費の総務管理費では、職員の超過勤務手当を 226,000 円

減額し、役務費では通信運搬費を 410,000 円減額、更に委託料の職員健康診

断委託料を 73,000 円減額、負担金、補助及び交付金では 2,000 円を追加し、

89,606,000 円とするものであります。 

つづきまして第３款の衛生費は、保健衛生総務費の超過勤務手当で

298,000 円の減額、清掃総務費の超過勤務手当及び共済費、臨時職員賃金で

5,411,000 円を減額、更に一般廃棄物最終処分業務委託料で 5,141,000 円の

追加、最終処分委託料に伴う米沢市環境保全協力金で 170,000 円を追加し、

1,046,459,000 円とするものであります。 

次に、第４款の予備費で、1,105,000 円追加調整を行い、補正後の額を

15,665,000 円とし、歳出総額は補正前と変わらず、1,152,329,000 円とす

るものであります。 

次に、議案第３号 平成 27 年度 南会津地方環境衛生組合一般会計予算

について、ご説明を申し上げます。 

本案は、歳入歳出予算の総額はそれぞれ、1,075,639,000 円とし、前年度

の当初予算に比較しまして、58,343,000 円の減額であります。 

それでは、歳入についての概要を、ご説明申し上げます。 

まず、分担金及び負担金は、1,003,672,000 円で、前年度当初予算に比較
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して、19,720,000 円の減額であります。 

次に、使用料及び手数料は、59,293,000 円で、前年度に比較して、

37,495,000 円の減であります。 

なお、その主な内容は、斎場使用料で 2,000,000 円の減額、収集運搬許可

手数料で、54,000 円の減額、し尿処理手数料で 1,862,000 円の増額、ごみ

処理手数料で、759,000 円の増額となっております。 

また、昨年まで実施しておりました西部地区のし尿汲取手数料及び浄化槽

清掃手数料につきましては、４月１日から民間移行することから、し尿汲取

手数料で 7,870,000 円の減額、浄化槽清掃手数料で 30,192,000 円の減額と

なるものでございます。 

 次に、財産収入は、15,000 円で財政調整基金の利息分であります。 

次に、繰越金につきましては、10,000,000 円を計上いたしました。 

次に、諸収入につきましては、 2,659,000 円で歳計現金運用利子を

43,000 円見込み、雑入では 2,616,000 円を見込み、前年度に比較して、

1,140,000 円の減であります。 

よ って 、 歳 入 合計 は 、 1,075,639,000 円 で 、 前年 度 に 比 較し て

58,343,000 円の減であります。 

つづいて、歳出についての概要を、ご説明申し上げます。 

まず、議会費につきましては、594,000 円で前年度に比較して 5,000 円の

減であります。 

 次に、総務費は、78,612,000 円で、前年度に比較して、1,736,000 円の

減額となっております。 

 その主な内容といたしましては、公用車購入費の減額が主なものでござい

ます。 

 次に、衛生費は火葬場、し尿処理施設、ごみ処理施設の人件費及び管理運

営費として、986,433,000 円で、前年度に比較して、56,602,000 円の減で

あります。 

 その主な減額の内容としましては、まず、保健衛生費で 18,749,000 円の

減、清掃費で 37,853,000 円の減額分であります。 

 次に、予備費は前年同様、10,000,000 円を計上いたしました。 



- 7 - 

 よって、歳出合計は、1,075,639,000 円で、前年度に比較いたしまして、

58,343,000 円の減であります。 

 なお、平成 27 年度の当初予算につきましては、新規事業といたしまして、

東部クリーンセンターの高圧受変電設備更新、西部最終処分場閉鎖に伴う水

質検査等委託業務等が主な新規事業でございますが、これら新規事業につき

ましては、ともに閉鎖手続や整備更新時期に来ておりましたので、構成町の

厳しい財政状況ではありますが、平成 27 年度当初予算に計上をさせていた

だきましたので、ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上、本定例会に提出いたしました議案の概要をご説明申し上げましたが、

よろしくご審議を賜りまして、ご決定くださいますようお願い申し上げ、提

案理由の説明とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 これで、提案理由の説明を終わります。 

 

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

○芳賀沼順一議長 日程第４、「一般質問」については、質問の通告がありませんでしたの

で、省略いたします。 

 

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

○芳賀沼順一議長  日程第５、議案第１号南会津地方環境衛生組合職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

○芳賀沼順一議長 これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

[「質疑なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長 「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

○芳賀沼順一議長 これから討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 
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 [「なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長  討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

○芳賀沼順一議長 これから、採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

[「なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長  異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

○芳賀沼順一議長  日程第６、議案第２号平成 26 年度南会津地方環境衛生組合一般会計補

正予算案（第３号）についてを議題とします。 

これから質疑を行います 

○芳賀沼順一議長 質疑はありませんか。 

[「質疑なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長 「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

○芳賀沼順一議長 これから討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 [「なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長  討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

○芳賀沼順一議長 これから、採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

[「なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長  異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

○芳賀沼順一議長  日程第７、議案第３号平成 27 年度南会津地方環境衛生組合一般会計予

算についてを議題とします。 

○芳賀沼順一議長 これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○５番室井亜男議員 議長５番。 

○芳賀沼順一議長  ５番、室井亜男君。 

○５番室井亜男議員 まずは、議員の報酬等で5,000円ほど少なくなって予算がついております

が、何が5,000円が減ったのか。我々、年間3万ちょっとしかもらっていない

のにかかわらず、5,000円が引かれておりますがなぜ引かれたのか、教えて

いただきたいと思います。私はもう少し、やっぱり、１日掛けて来ているの

ですからやっぱり私は報酬を、もう少しやっぱりちゃんとした報酬をやっぱ

り与えるというのが私の考え。只見の奥からわざわざここに来ている訳です

から。そういうことを考えた場合にここで5,000円の金額が引かれていると

いうことはなぜ引かれたのか、教えていただきたいと思います。 

先ほど管理者から、西部のごみ処理費の中で焼却処理施設高圧変電施設

みたいなものが34,214,000円という高額な予算がとられておりますが、電気

の関係だと思いますがこういうようなことは、東北電力あたりでいくらか持

って、持たない分がこれだけかかるのか、総金額として、この金額なのか。

私は、電力というものが月々、こういう等なものをやった場合、相当な電気

料金というものが付加される訳で、そういうようなことを考えた場合に工事

費というものは、東北電力はある程度持つのかどうか。この辺に対して、少

しお伺いをしたいと思います。 

○渡部啓一事務局長 議長。 

○芳賀沼順一議長   事務局長。 

○渡部啓一事務局長 ただいまの５番議員さんからのご質問でございますが、まず１点目、議会

費の前年度対比で5,000円なぜ減ったのかということでございますが、こち

らにつきましては、節の方で報酬、こちらにつきましては減額ございません
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でした。その次の旅費の中での議員費用弁償、こちらの方で5,000円、減額

となったものでございます。 

こちらは、議員さんの町からの選出交替によりまして、若干距離数が変更

になった部分での変更でございますので、その分のマイナス5,000円でござ

いますので、報酬、費用弁償等の規則のとおりの予算計上でございますので、

よろしくお願いいたします。 

続きまして、ごみ処理費の修繕関係でございますがこちらにつきましては、

担当課長の方からご説明をさせますのでよろしくお願いいたします。 

○阿久津正治環境衛生課長 はい、議長。 

○芳賀沼順一議長  衛生課長。 

○阿久津正治環境衛生課長 先ほど、変圧器の事なのですが、東北電力さんは一切お金は出ておりませ

ん。 

こちらで全額負担します。以上でございます。 

○５番室井亜男議員 議長５番。 

○芳賀沼順一議長  ５番、室井亜男君。 

○５番室井亜男議員 例えば、新しい工場を作り、電力を動力に入れるという場合には、その建

物の外側から内までの間の工事費というかそういう物すべては東北電力で持

つんです。 

         中に入った部分に対してはその工場で持つわけですがこういうふうな場合

に高圧というか高圧の電気料というような、１カ月どれくらい使うかわかり

ませんが、わかったら教えていただきたい。そういうようなことを考えた場

合に、高圧で電気を使うわけですから、１カ月１カ月、年間いくらという大

きな金額を払うわけですから、私は工事費というものが、東北電力あたりで

は持つべきではないだろうか、そういうことを聞いてみたのかどうか、交渉

したのかお伺いをいたします。 

○阿久津正治環境衛生課長 はい、議長。 

○芳賀沼順一議長  事務局。 

○阿久津正治環境衛生課長 保安協会さんの方から指摘事項がありまして、交換しなさいということで

ございまして、平成４年からずっと、高圧、トランス関係全部、今、現状で

使っております。 
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今１カ月の電気料ですが、大体150万から180万ぐらいの金額でございます。 

以上でございます。 

○芳賀沼順一議長  ほかに質疑はございませんか。 

○10番星登志一議員  議長10番。 

○芳賀沼順一議長  10番、星登志一君。 

○10番星登志一議員  ちょっと、長い間、皆さんには私の体調不良で欠席をしておりましてご迷

惑をおかけいたしました。まずお詫びをしてから質問に入りたいと思います。 

 まず、１点目は組合の分担金でありますけれども、今後は交付税減少等で

だいぶ各町村苦しくなってくるのだと思いますけれども、国の方では町に対

しては今後10年間の公共施設、これについて補修費だとか、それから新規変

革があれば出しなさいとそういったものを鑑みて、交付税も考えましょうと

いうことになっているんですって。 

この前、南会津町議会で臨時議会が行われました。南会津町議会の方では

27年度までに計画を作れよと28年度、国から言われておりますとおりに提出

をいたしますということでありますけれども、その時の質問で衛生組合の施

設も確保するよういうことでしたけれども、まず、その辺について準備がで

きているのかどうか、あともう１点は、この分担金に対してなんですけれど

も、そうなってくると、だいぶ事務経費等削っていかないとなかなか削減で

きないんじゃないか。色々な事情があって多分合体できないのでしょうけど、

よその地域ですと、衛生組合とか広域事務組合とか一緒に経営していて、事

務経費の削減を図っている。当組合では、桧枝岐さんが入っておりませんか

ら、ただ今度、あとの全員協議会で桧枝岐のごみ処理の件が出てくるわけで

すからそういった意味も考えて、過去にはいろいろな事情があって合併でき

なかったのでしょうけれども、昔と今ではだいぶ事情が変わっているのでは

ないでしょうかと思いますけれども。 

もしこれで桧枝岐さんが入ってくるようなことであればこの組合と広域が

合体すれば相当の経費の削減になるんではないか。こんなふうに思うのです

けれども、管理者の方の考えをお伺いしたいと思います。 

○大宅宗吉管理者 議長。 

○芳賀沼順一議長  管理者。 
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○大宅宗吉管理者 はい、お答えいたします。私たちの南会津町、私たちといいますか、構成

町の南会津町が合併して10年を迎えるということで、一本算定化になるとい

うことでありますけれども、国の方も色々な事情を鑑みて、そして、今の状

況からしたら色々な配慮もありそうだということであります。 

具体的なことはまだ一切わかりませんけれども、どうもそのような方向

性で検討されているようでありますし、そうした中にありまして、やはりこ

の広域であったり、衛生組合の事業そのものにも、分担金の中には影響ある

のかなとそのように思ってます。 

そういった中で、動向を見ながら皆様方にもご相談を申し上げることにな

ろうと思いますけれども、当然この組合、そのものも西部、東部合併しまし

たからそういう中での統合がようやく１つになりつつあるわけでありますけ

れども、やはり依然として先ほども申しあげましたが、２つの施設がそれぞ

れ持ってということであります。これから更新であったり、最終処分場どう

するのかとか、そういう大きな問題もございますし、そうしたことを踏まえ

た中でこの組合の運営、それ如何によっては当然、分担金の変更ということ

もございますので、その辺も踏まえた中でしっかり今後の計画を立ててそし

て、この運営に当たっていかなくてはいけないと思います。 

今ほど議員さんからお話ありましたように、桧枝岐さんから申し入れがあ

りましたし、その受け入れについて皆様方にもこれから検討して頂くことに

なりますけれども、また、広域とは違う組織になっておりまして、桧枝岐さ

んが加入していないこの衛生組合、これからどうするのか、当然、大きな意

味でのこの広域の話もございますし、そうしたこともふくめた中で、これか

ら私たちの衛生組合以上に事業そのものは大事でありますから、その辺を踏

まえた中で検討して参りたいと思います。そのようには考えております。 

そうした中で、これは基本的に今やっている事業そのものもいろいろ検討

を加えて先ほどの設備の維持管理といいますか、そういう問題の事も質問あ

りましたけれども、その施設の負担金に対しましてもその辺はしっかり関係

団体であったり、組織であったり、あるいは会社であったりそういうところ

としっかり協議をしながら、出来るだけ安全で安心して維持管理できるよう

そして負担が高くならないようしていきたいとそう考えておりますので、そ
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れぞれの面でこれから、そういう面では合併してまた、その次のステップと

して変化が出てくるもの、またそれを想定した経営というか運営の検討をし

ていかなくてはならないと考えておりますので、そうした中で、出来るだけ

負担金のない、そして少ない、安全で安心に、皆さんに本当に信頼して使っ

てもらえる、利用していただける、そういう組合にして参りたいと考えてお

ります。 

○10番星登志一議員  議長10番。 

○芳賀沼順一議長  10番、星登志一君。 

○10番星登志一議員  はい、多分衛生組合の場合には10年間の計画をやると、ほとんどが、修理

費だとか補修費関係だと思うんです。それで国の方も、今までは全然見向き

もしなかったのに突然第３セクターとかにも過疎債とかの充当できるよとか、

現在の所は新規事業みたいですけれども、もしそこの明細で金額が大きくな

るようであれば、今後陳情に行くときに、町の予算は別だけれども、組合の

予算はこういったところに使うんだよと、その新規案っていうのは20年に１

度くらいしかないんだからぜひこの組合関係については過疎債の対象に補修

費を入れてくれとか、そういった陳情の仕方もあると思うんです。ですから

しっかりと10年間の補修費など、掛かるところ全部入れてそれを何とか過疎

債とか有利な事業債が使えるように、もし過疎債がダメなようなら独自の事

業債を作ってくれというような陳情をしていくべきだと私は思うんです。そ

の辺を十分に考慮して綿密な、10年間の計画をしていただきたい、そんなふ

うに思うわけですけれども、管理者の考えを伺いたい。 

○大宅宗吉管理者 議長。 

○芳賀沼順一議長  管理者。 

○大宅宗吉管理者 はい、お答えいたします。私どものこの地域、人口がかなり減っています。

そうした中にあって、やはり人口が減るっていうことは、１人１人に対して

は逆な意味では大きな負担になるということでありますし、それぞれの構成

町村も大きな負担を強いられるということであります。そうした中で合理化

を図りながら、そしてより良い衛生組合といいますか、その事業の運営、そ

の環境をいかに守られるかという大きな課題になりますので、当然、そのこ

とを踏まえた中での事業計画を組んでいくということになりますし、それら
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に対して今度、負担の場合、いろいろ構成町村の中でも交付税の削減もどう

なんだろうと大きな心配もございますけれども、衛生組合に対しても当然構

成町村の交付金が減れば当然大きな影響を受けるわけですから、そういうこ

とで私たちもこの地域での維持管理、そのものは国の方にもこの事情をしっ

かり説明して、そして国の方にも理解を求めて、支援も必要であれば求めて

参らなければならないと思っていますので皆さんのご協力をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○10番星登志一議員  議長10番。 

○芳賀沼順一議長  10番、星登志一君。 

○10番星登志一議員  今まで、一生懸命陳情していると思うのですけれども、ぜひ今後は社会の

流れに沿った戦略的な陳情をするように希望して質問を終わります。 

○芳賀沼順一議長  ほかに質疑はございませんか。 

○８番高野精一議員  議長８番。 

○芳賀沼順一議長  ８番、高野精一君。 

○８番高野精一議員 ２点ほど、お聞きしたいかなと思いますが、13ページの中にある安全運

転管理者協会の負担金というのが上がっていますが、この管理者というのは

何人くらいいるのかというのをお聞きしたいと思います。 

それから、管理者の説明の中においてこの公用車の更新は、今は考えて

いないというような趣旨の話はありましたが、この、霊柩車の更新はだいぶ

年期も来ているような気もしますが、今後そういう霊柩車の更新というのは

考えているのか考えていないのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○渡部啓一事務局長 議長。 

○芳賀沼順一議長   事務局長。 

○渡部啓一事務局長 ただいまの８番議員さんのご質問でございますが、まず１点目の安全運転

管理講習管理者ということなのですが、今現在２名講習会を受講いたしまし

て修了してございます。西部で１名、東部で１名でございます。 

続きまして、霊柩車の更新の件でございますが、こちらにつきましてもや

はり我々、毎日霊柩車の点検等やっておりますと、やはり古くなってきたな

と、下の方も錆が多くなってきたという面がございまして、気に掛けておっ

たわけではございますが、そこら辺、予算の関係もございますので、こちら
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の方、なるべく早い時期にほかの施設関係との経費削減等の調整を行いまし

て、霊柩車の更新というようなものも考えていかなくてはいけないと思って

おりますのでよろしくお願いいたします。 

○８番高野精一議員  ８番。 

○芳賀沼順一議長  ８番、高野精一君。 

○８番高野精一議員 事情がそこまでわかっているのだったら、なぜ当初予算の中に最初から

入ってこないのかと、こう思ったわけなのですが、であれば、何年計画にし

ますよとかいうくらいの考えは、事務局というか、執行部では持っているの

かそれをちょっと伺いたいのですが。 

○渡部啓一事務局長 議長。 

○芳賀沼順一議長   事務局長。 

○渡部啓一事務局長 はい、実話の話で申し訳ございませんが、今年度当初予算で計画は致しま

した。予算全体の枠を見まして、前年度と比較いたしまして減額とはなって

ございますが、予算総額の関係で今年見送っても霊柩車の方はまだ動ける状

態ではございましたので、次年度ということで予算計上するような考えで本

年度の当初予算に計上いたしませんでした。 

来年度につきまして計上する計画で予算の内容を確保していきたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。 

○８番高野精一議員  議長８番。 

○芳賀沼順一議長  ８番、高野精一君。 

○８番高野精一議員 前回の議会の中で５番議員からこの火葬料、今４万でやっているような

なかで、この見舞金が５万出ている中で、それを５万円にして何とかその補

填とか、そういう考えはあるのかないのかというような前回の議会の中での

質疑がありましたが、それは一応考慮に入れたのかどうなのか、この予算編

成において考慮に入れたのかどうなのかその１点聞きたいなと思います。 

○渡部啓一事務局長 議長。事務局 

○芳賀沼順一議長  事務局長。 

○渡部啓一事務局長 火葬料金でございますが、今回の当初予算にはそこまでの考慮はしてござ

いません。前年度同様の金額で計上してございます。 

○８番高野精一議員  はい、了解です。 
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○芳賀沼順一議長  ほかに質疑はありませんか。 

○７番酒井右一議員  ７番。 

○芳賀沼順一議長  ７番、酒井右一君。 

○７番酒井右一議員  はい、私も今日で２回目でよくわかりませんけれども、お伺いしますが、

先ほどの10番の議員がおっしゃられました交付金云々という話がありました

が、これはあれでしょうか、うちらは、市町村合併をしなかった町ではあり

ますが、市町村合併に伴う合併特例措置における交付税の減額の件でありま

しょうか。また、もしそうだとすれば、当環境衛生組合は、各自治体の出資

でありますので、その出資に影響されると考えておられるのか、それをまず

ひとつ。 

２つ目は、先ほど５番議員さんが質問されておられましたが、大規模電力

を使用するに当たって電気事業者が工事の負担をされるのかされないのか、

あるいはそのちゃんとした電気事業法なりの法律があって変圧器というので

しょうか、これを自前で工事しなければならないのか、まあさらにいえば、

これも５番議員さんの質問にお答えにならなかったのですが、電力事業者と、

持ち分の折半の、折半というか双方の一定割合の持ち分の協議ができる余地

があるのかなかったのか、またはされたのかということについてはお答えに

ならなかったので、これは私の質問か５番の質問かわかりませんが、この２

点をお願いします。 

○渡部啓一事務局長 議長。事務局 

○芳賀沼順一議長  事務局長。 

○渡部啓一事務局長 ７番議員さんの質問でございますが、まず、１番最初の過疎債の件ですが

10番議員さんの方からありましたのは、国で補助をしております過疎債、こ

ちらの方の合併特例債の、 

（管理者から説明） 

○大宅宗吉管理者 特例債ではなくて、合併の時に合併した町村に対しては10年間それぞれの

構成町村の交付税をまとめて交付しますよ、ただ、10年たったら今度は１本

算定化して５年間でやっていきますよと、そういうところに対しての影響は

どうなのかということでしょ。 

○７番酒井右一議員 そうです。 
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○渡部啓一事務局長 失礼致しました。 

その件につきましては、うちの方直接の関係ある補助金ではございませ

んので、町の方で合併特例債とか合併の補助金が入っております関係上、う

ちの方からは分担金というような形で町村さんへの負担金をお願いしている

部分でございまして、その補助金には組合としては該当してございませんの

でよろしくお願いいたします。 

２番目の、高圧変電設備の更新でございますが、こちらにつきましてはご

み処理施設内にあります変電盤の交換でございまして、こちらにつきまして

は毎月、東北電気保安協会さんの点検をしていただいいている時点で、保安

協会からの指摘事項ということで年数が経過、建設以来交換をしておりませ

んでしたので、交換が必要だということの再三の注意事項ございました関係

上、ぎりぎりまで待ちまして、27年度の当初予算に計上させていただきまし

て、そこで施設内の変電設備の更新をしたいというものでございます。 

施設内の設備でございますので、当組合の負担ということになりますので、

よろしくお願いいたします。 

○大宅宗吉管理者 議長。 

○芳賀沼順一議長  管理者。 

○大宅宗吉管理者 私から、交付税の方、答えさせていただきたいと思います。 

         10年間として、合併の条件として、その合併前の構成町村の交付税を保証し

ますということでありますが、10年経つわけでありますけれども、当初、10

年経ちましたらだんだん一本ずつ算定化しますよ、そして５年をかけて５年

間の中で調整していくという話ですけれども去年の秋口あたりから、そうい

うことではあったのだけれどもだいたい合併前の一本算定するときにそのま

たもともとの構成町村の交付税の７割くらいを保証しましょうと、そういう

話がありました。これも、例えば衛生組合の事業に対して、その７割という

ものがどれくらいの数字でどうだとか、細かい具体的な話があるわけではな

くて、そういうことを見た中での算定をしますというような状況なので、正

直どの程度が具体的に分担金、負担金として充当できるのかということは、

まだ明確なものはありません。ですけれども、合併をしてもしなくてもどこ

の自治体でも同じだと思いますが、やはりそれぞれの業務内容をしっかりと
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見据えた中でお互い負担金の少ない、そしてきちんとした運営ができるよう

なその方向性を収めていかなくてはならないということでありまして、そう

いうことも念頭に置いて負担金はそれぞれ確かにその責任でもありますから、

それはしっかり負担すべきものはする、そういうことでありますので、南会

津町としてもそういうことを念頭に置いた中で皆様方とお話をさせていただ

いて、そして今後の運営に当たっての負担であったり、業務であったり、そ

ういうことは対応しなければならないという気持ちです。ですから、具体的

な数字そのものは分かりませんが、今の状況ですと色々右往左往して、大体

私共の算定だと、一本化の算定された時だと今の交付税から、南会津町だと、

だいたい65億ぐらいなのですが、これよりも当初70億くらいの時があって、

17億から20億くらい減るだろうと思っていたのですが、これの7割というこ

とになると、もうちょっとこう上を見れるのかな、と思うのですが、まだ獏

とした話ですので、そのような状況であるということでありますので、皆様

方にはご理解をいただければいいかなと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○７番酒井右一議員  はい、７番。 

○芳賀沼順一議長  ７番、酒井右一君。 

○７番酒井右一議員  管理者の話、よくわかりました。まだその算定候補が決まっておらないと

いうことだと思います。 

しかしながらこれは、苦言を呈するわけでありますが、今あの事務局長さ

んのお話ですと、各自治体がその約束に基づいてこの負担金を出す、この管

理団体である、いわゆるこのセンターはそういった心配はない、関係ないと

いう発言をされましたが、しかし地方交付税の算定そのものは、いわゆる

個々の各町村のごみ処理あるいは道路延長、持っている施設、あるいは人口、

面積等々全部絡んで、なおかつ今管理者がおっしゃられた新しい算定方式に

なる訳ですから、当然これは最悪7割にならなくても、減額されるのは当た

り前な話なんです。それを、負担金を受ける側の事務局長さんが、それを関

係ないという話はないんじゃないですかと、これは苦言として申し上げます。  

それからもう１つは、何度もいいますけれども５番さんの、電力会社との

折衝の余地があるのかないのか、あるいはされたかというようなことについ
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てはお話しされていません。これだけ、お話しください。 

○渡部啓一事務局長 議長。事務局 

○芳賀沼順一議長  事務局長。 

○渡部啓一事務局長 東北電力さんとの協議でございますが、協議の方はしてございません。電

気保安協会とは協議は致しましたが交渉の余地はございません。 

以上です。 

○大宅宗吉管理者 議長。 

○芳賀沼順一議長  管理者。 

○大宅宗吉管理者 私からもお答えさせていただきたいと思います。その負担金の問題であり

ますが、これは衛生組合の中で規則があって例えば葬祭場とか、ごみ処理場

であったり、それには使用料による負担とか、基本的な、人的なものもあり

ますが、その中で持ってやるわけでありますから、そして年間の事業計画を

組んでこれだけの事業費が掛かりそうだと、そうなった時にそれぞれの町村

で負担して頂きますとなるものですから、それを基準にしてやるということ

になります。 

ですから、そういう意味では私共の方が、交付税が一本化算定になって

もそれがそれなりになっても、それぞれの構成町村の事情があるにしてもそ

の約束事の負担、分担金だけは負担しなければならない。そういうことで、

運営が成り立っているわけでありますから、原則に応じてやっていく必要が

あるだろうと、私はそう思っております。 

○芳賀沼順一議長  これでいいですか。 

○７番酒井右一議員  はい。 

○４番渡部忠雄議員  議長４番。 

○芳賀沼順一議長  ４番、渡部忠雄君。 

○４番渡部忠雄議員  １点だけ、一般会計予算の17ページ、22番、補償、補てん及び賠償金で鴇

巣区、10,000円というのは何ですか。教えてください。 

○近藤美智夫事務局次長 議長。事務局 

○芳賀沼順一議長  事務局次長。 

○近藤美智夫事務局次長 こちらは、西部環境衛生組合が設立当時から地元の方に、迷惑金というの

ですか、という形で、その当時から10,000円お支払いをしているものです。 
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○４番渡部忠雄議員  はい。 

○芳賀沼順一議長  ４番、渡部忠雄君。 

○４番渡部忠雄議員  迷惑料ということですと、土地とかそういうのを関係なくただ迷惑料とい

う名目で10,000円ということで、了解でいいですか。 

○芳賀沼順一議長  事務局次長。 

○近藤美智夫事務局次長 はい。そのとおりでございます。 

○芳賀沼順一議長  よろしいですか、ほかに質疑はございませんか。 

○５番室井亜男議員  議長、俺、まだ２回しかやっていないから３回目。５番。 

○芳賀沼順一議長  質問は、３回というのは連続３回で、やらないから２回目に立てるという

意味ではございませんのでご了承願います。 

○５番室井亜男議員  はい。 

○１番五十嵐司議員  議長１番。 

○芳賀沼順一議長  １番、五十嵐司君。 

○１番五十嵐司議員  はい、４月からし尿処理を民間委託するとのことですが、民間委託先を教

えてください。 

○渡部啓一事務局長 議長。事務局 

○芳賀沼順一議長  事務局長。 

○渡部啓一事務局長 １番議員さんの、西部のし尿汲み取りの許可業者でございますが、１社目

につきましては会津高原リゾート株式会社、次が、株式会社トーカン、もう

１社が南会津環境整備協業組合、こちらの３社で西部地区でのし尿汲み取り

の方の業務を行ってもらうよう整備を進めましたのでよろしくお願いいたし

ます。 

○１番五十嵐司議員  はい了解です。 

○芳賀沼順一議長  ほかに質疑はございませんか。 

[「なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長 「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。  

○芳賀沼順一議長 これから討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

 [「なし」という者あり] 
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○芳賀沼順一議長  討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

○芳賀沼順一議長 これから採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

[「なし」という者あり] 

○芳賀沼順一議長  異議なしと認めます。 

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会の宣告 

○芳賀沼順一議長 以上で、本日の日程は、すべて終了しました。 

これで会議を閉じます。 

平成27年第１回南会津地方環境衛生組合議会定例会を閉会します。 

ご苦労様でした。 
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